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配偶者居住権の法務と税務－法定評価額の計算を中心に－ 

 

Ⅰ 配偶者居住権の法務 

〈参考〉配偶者短期居住権について 

・配偶者短期居住権は、配偶者に対し相続開始後の短期間(少なくとも6か月間)従前の居

住環境(無償)での生活を保障するものです。 

・成立要件 配偶者が、被相続人の財産に属した建物に無償で居住していた場合 

・範囲 相続開始時の無償使用部分に限る(但し、居住用部分に限らない) 

・存続期間 ① 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場

合→遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から６か月を経過す

る日のいずれか遅い日までの期間 

 ② 遺贈等により配偶者以外の者が居住建物の所有権を取得した場合や、配偶者が相続

放棄をした場合等①以外の場合→居住建物取得者による配偶者短期居住権の消滅の申入

れの日から6か月を経過する日までの間 

 

１．配偶者居住権の概要 

(１) 配偶者居住権創設の背景 

 平成３０年の民法（相続関係）の改正により、「配偶者居住権」が創設されました。改

正前の民法の規定によれば、遺産分割に際し、被相続人の配偶者が安定的に住居を確保す

るためには、配偶者が居住し、被相続人が有していた家屋（以下「居住建物」といいます。）

の所有権を取得する必要があります。配偶者が居住建物の所有権を取得しようとする場合、

遺産の構成によってはそれを取得しただけで相続分に達し、協議によっては金融資産など

他の財産を取得できなくなり、住居は確保したものの老後の生活に苦慮する事態となるこ

ともありえます。 

 そこで、配偶者の居住及び老後生活の安定に資するため、配偶者の生存中は居住建物に

無償で居住できる権利（配偶者居住権）が創設されました。 

 他の相続人が居住建物の所有権を取得し、配偶者が配偶者居住権を取得することにより、

配偶者の住居が確保され、かつ、他に金融資産も相続することができるため、老後の生活

を安定させることが可能になります。他の相続人も相続により取得する金融資産の額は少

なくなるものの、居住建物の所有権は確保されており、配偶者死亡後、配偶者の別の相続

人がいた場合でも居住建物が相続されることなく、使用収益できることとなります。 

 

(２) 配偶者居住権の成立要件 

 次の①②両方を満たすときに、下記(3)の方法により、配偶者居住権を設定できます（民

法1028①）。 
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① 被相続人の所有していた建物（注）であること。 

② 配偶者が、相続開始の時にその建物に居住していたこと。 

（注）夫婦（被相続人と配偶者）の共有建物でも可能ですが、夫婦以外の人との共有建物

の場合は配偶者居住権を設定することができません（民法1028①ただし書き）。 

 

(３) 配偶者居住権の設定方法 

配偶者居住権は、遺贈、死因贈与、相続人間の遺産分割協議、または家庭裁判所の審判

によって設定可能です（民法1028①、1029）。ただし、審判による配偶者居住権の設定は

相当な理由が必要とされます(従って、できれば審判は避けたいところです｡)。 

 

(４) 配偶者居住権の存続期間 

 配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間とされていますが、遺産分割

協議等により別の期間を定めることもできます（民法1030）。 

 

２．配偶者居住権の登記 

(１) 配偶者は、配偶者居住権の登記をすれば、その権利を第三者に対抗することができ

ます（民法1031）。 

 

(２) 登記は、配偶者と所有者が共同申請します(従って、争いがあると難しい｡)。登記を

行う場合には、登録免許税や、司法書士への手数料が必要となります。 

 〈参考〉登録免許税＝建物の固定資産税評価額×0.2％ 不動産取得税は当然なし 

 

(３) 配偶者居住権が消滅した場合に登記の抹消を行う場合も、登録免許税(不動産1個に

つき1,000円)や、司法書士への手数料が必要となります。 

 

３．配偶者と居住建物の所有者との間の主な法律関係 

(１) 居住建物の使用等（民法1032） 

 ① 配偶者居住権者は、無償で居住建物に住み続けることができますが、居住建物の所

有者の承諾を得ることなく、他の用法で建物を使用することはできません。 

 ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供すること

は可能です。 

② また、建物の使用に当たっては、善良な管理者としての注意義務（建物を借りて住

んでいる場合と同様の注意を払う義務）があります。 

                                                                            

(２) 建物の増改築（民法1032③） 

配偶者は、建物の所有者の承諾なくして、居住建物の増改築ができません。 
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(３) 建物の修繕（民法1033） 

居住建物の修繕は、配偶者がその費用負担で行うこととされています。また、居住建物

の所有者は、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときには、自ら修繕をすること

ができます。 

 

(４) 建物等の固定資産税 

 居住用建物の通常の必要費は、配偶者が負担することとされています（民法1034）。固

定資産税も通常の必要費に含まれると解されますが、建物の固定資産税は、建物の所有者

が納税義務者とされているため、配偶者居住権が設定されている場合であっても、所有者

がこれを納税しなければなりません。 

建物の所有者は、固定資産税を納付した場合には、その分を配偶者に対して請求するこ

とができますので、負担方法をあらかじめ相談しておくとよいでしょう。 

 なお、土地の固定資産税についても、居住部分に対応するものは同様に通常の必要費に

該当するものと考えられます。 

 

４．家族等との同居 

 配偶者居住権は配偶者の居住を目的とする権利なので、配偶者が家族や家事使用人と同

居することも当然予定されています。このため、家族や家事使用人との同居については、

居住建物の所有者の承諾は不要です。 

 

５．居住建物の第三者への賃貸 

 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得ない限り、第三者に使用または収益させること

ができません（民法1032③）。このため、例えば、配偶者が老人ホームへ入居することに

なったため、入居費用の確保のために第三者に賃貸したいと思う場合は、建物の所有者の

承諾が必要になります。 

 

６．配偶者居住権の譲渡 

 配偶者居住権は、他者に譲渡することができません（民法1032②）。もっとも、居住建

物の所有者との合意に基づいて、配偶者居住権を放棄することは可能と解されています。 

 

７．配偶者居住権の消滅事由について 

配偶者居住権は、以下の事由により消滅します。 

① 配偶者の死亡、または存続期間を定めている場合の存続期間の満了（民法1036） 
② 居住建物の所有者による消滅請求（民法1032④） 

  配偶者が居住建物の所有者に無断で居住建物を他の用途に使用した場合、第三者に使 
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用または収益させた場合、または増改築した場合や、善管注意義務に違反した場合には、

居住建物の所有者は、相当の期間を定めて是正の催告を行い、その期間内に是正されな

いときは、配偶者に対する意思表示によって、配偶者居住権を消滅させることができま

す。 

③ 居住建物の所有者と配偶者による消滅の合意、もしくは配偶者自身による配偶者居 
住権の放棄 

④ 居住建物の滅失 
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Ⅱ 配偶者居住権の税務 

１．配偶者居住権の財産評価(相法23の2①～④、相令5の7①～④) 

(１) 法定評価とされた理由 

 相続税法は、相続税・贈与税における財産の評価額について、原則として、財産を取得

した時における「時価」によることのみを定め(相法22)、具体的な評価方法については解

釈に委ねています(実務上は、専ら国税庁が定める「財産評価基本通達」により評価され

ています｡)。ただし、地上権、定期金に関する権利等の一部の財産については、時価を把

握することが困難である等の理由により、解釈に委ねるのでなく、相続税法に具体的な評

価方法が法定されています。 

 配偶者居住権は、従前から居住していた建物を無償で使用・収益することができる権利

であり、遺産分割においては具体的相続分を構成することから、一定の財産価値を有して

いるものと考えられます。今般の相続税法の改正では、この配偶者居住権の評価について、

原則的な「時価」による評価ではなく、地上権等と同様に評価方法を法定することとされ

ました。その主な理由は次のとおりです。 

(ア) 相続税法の「時価」とは、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で 
自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額、すなわち、客観的な交換価

値をいうものと解されており、取引可能な財産を前提としているが、配偶者居住権は譲渡

することが禁止されているため、この「時価」の解釈を前提とする限り、解釈に委ねるに

は馴染まないと考えられること。 

(イ) まだ制度が開始しておらず、配偶者居住権の評価について解釈が確立されていると 
は言えない現状において解釈に委ねると、どのように評価すれば良いのか納税者が判断す

るのは困難であると考えられ、また、納税者によって評価方法が区々となり、課税の公平

性が確保できなくなるおそれがあること。 

(ウ) 配偶者の余命年数を大幅に超える存続期間を設定して配偶者居住権を過大に評価 
し、相続税の配偶者に対する税額軽減の適用を受ける等の租税回避的な行為を防止するた

めには、法令の定めによることが適切であると考えられること。 

なお、配偶者居住権等の評価について、法定評価以外の評価方法で申告することはでき

ません。(『改正税法のすべて令和元年版』より引用) 

 

(２) 配偶者居住権の評価 

 配偶者居住権の評価額は、次の算式で計算した金額となります。 

居住建物

の 時 価 － 
居住建物

の 時 価 × 
耐用年数 － 経過年数 － 残存年数

耐用年数 －経過年数
 × 
残存年数に応じた法定

利率による複利現価率  
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出典：『改正税法のすべて令和元年版』より 

 

(３) 居住建物の所有権の評価 

 居住建物の所有権の評価額は、次の算式で計算した金額となります。 

居住建物

の 時 価 － 
配偶者居住

権の評価額  
 

(４) 配偶者居住権に基づく敷地利用権の評価 

 配偶者居住権に基づく敷地利用権の評価額は、次の算式で計算した金額となります。 

居住建物の

敷地の時価 － 
居住建物の

敷地の時価 × 
残存年数に応じた法定

利率による複利現価率 
 

(５) 居住建物の敷地所有権の評価 

 居住建物の敷地所有権の評価額は、次の算式で計算した金額となります。 

土地等

の時価 － 
配偶者居住権に基づく

敷地利用権の評価額 
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出典：『改正税法のすべて令和元年版』より 

 

(６) 評価の手順  

まず、配偶者居住権が設定されていないとした場合の土地及び建物の評価を行い、次に、

配偶者居住権の設定内容により、建物を①配偶者居住権の価額と②居住建物の価額に分割

し、さらに、土地を③配偶者居住権に基づく敷地利用権の価額と④居住建物の敷地の用に

供される土地の価額に分割します。 

以下、設例１から７までの事例に基づき、具体的な計算方法について確認します。 

・設例１ 遺言で配偶者居住権を取得する場合(相続開始の日に設定される) 

・設例２ 遺産分割協議で配偶者居住権を設定する場合(１年２か月後の協議成立) 

・設例３ 配偶者居住権の存続期間が居住建物の残存耐用年数を超える場合 

・設例４ 居住建物が賃貸併用住宅であった場合 

・設例５ 居住建物が被相続人と配偶者との共有である場合 

・設例６ 居住建物は配偶者との共有だが、その敷地は配偶者以外の者との共有の場合 

・設例７ 土地、建物共に配偶者との共有で、かつ、賃貸併用住宅である場合 

   

２．相続税の小規模宅地等の特例の適用 

 配偶者居住権そのものは建物についての権利であることから、宅地を対象とする小規模

宅地等についての課税価格の計算の特例は適用がありませんが、配偶者居住権に基づく敷

地利用権については土地の上に存する権利であることから小規模宅地の特例の適用があ

ります。また、敷地の所有者についても、法定の要件を満たす限り、その適用があります。

その場合(例えば、配偶者と同居の子である場合)の特例対象宅地等の面積の計算において
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は、全体の地積(330㎡まで)を敷地利用権と負担付所有権の価額比で按分することになり

ます。 

 

３．物納の取扱い 

配偶者居住権は相続又は遺贈により取得した財産であり、相続税の課税対象ではありま

すが、民法上、第三者への譲渡が禁じられているため、国への譲渡である物納の対象とは

なりません。 

なお、配偶者居住権が設定されている建物とその敷地の所有権部分については、物納申

請が可能なのですが、「物納劣後財産」とされていますので、他に物納に適した財産がな

い場合に限られることになります。 

 

４．配偶者が死亡した場合 

配偶者が死亡した場合には、民法の規定により配偶者居住権が消滅することとなります。

この場合、居住建物の所有者はその居住建物について使用収益ができることとなりますが、

民法の規定により（予定どおり）配偶者居住権が消滅するものであり、配偶者から居住建

物の所有者に相続を原因として移転する財産はありませんので、相続税の課税関係は生じ

ません。 

 

５．配偶者より先に所有者が死亡した場合 

配偶者より先に、居住建物及びその敷地の所有者が死亡した場合には、居住建物及びそ

の敷地の所有権部分について、所有者の相続人に相続税が課されます。 

 

６．期間の中途で合意解除、放棄等があった場合 

(１) 配偶者居住権は、当初設定した存続期間をその中途で変更することができないと解

されていますが、配偶者が放棄をすること、配偶者と所有者との間の合意により解除する

ことは可能です。また、配偶者が民法第 1032条の善管注意義務、用法遵守義務に違反し

た場合には、居住建物の所有者は、配偶者居住権を消滅させることができます。 

(２) 配偶者居住権の存続期間の満了前に何らかの事由により、無償で配偶者居住権が消

滅することとなった場合には、居住建物の所有者は期間満了前に居住建物の使用収益がで

きることとなります。これは、配偶者居住権が消滅したことにより所有者に使用収益する

権利が移転したものと考えられることから、相続税法第９条の規定(その他の利益の享受)

により配偶者から贈与があったものとみなして居住建物の所有者に対して贈与税が課税

されます(相基通9－13の2)。この場合の贈与税の課税価格は、消滅時における配偶者居

住権の存続年数に応じて計算した金額によることになります。土地についても建物と同様

の計算を行うことになります。 

 一方、居住建物の所有者から所有権部分の贈与があった場合には、贈与税が課税され、
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その課税価格は、贈与時点における居住建物の評価額から配偶者居住権の評価額を控除し

た金額となります。 

 このように、配偶者居住権の存続期間の中途で無償による合意解除や放棄を行うことは、

当事者にとって得策とはいえません。配偶者が老人ホーム等に入所することになっても、

いつでも戻ってこられるようにしておき、配偶者の死亡又は存続期間の満了まで我慢をす

るのがよろしいかと思います。 

以上と異なり、配偶者居住権又は配偶者居住権に基づく敷地利用権が消滅等をし、その

消滅等の対価として金銭の支払いを受ける場合には、所得税（総合課税の譲渡所得）が課

税されることになります。また、その対価が著しく低額な場合は、時価との差額に対して

贈与税が課税されます。 

(注)  配偶者居住権は賃借権類似の債権だと解されており、配偶者居住権に基づく敷

地利用権についても総合課税の譲渡所得になります。なお、長期又は短期譲渡所得の判定

としては、被相続人の取得時期を引継ぐことになり、また、取得価額も引継ぎます。 
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資料編 

民法 第五編 相続 

第八章 配偶者の居住の権利 
第一節 配偶者居住権 
（配偶者居住権） 
第千二十八条 被相続人の配偶者（以下この章において単に「配偶者」という。）は、被相

続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号の

いずれかに該当するときは、その居住していた建物（以下この節において「居住建物」と

いう。）の全部について無償で使用及び収益をする権利（以下この章において「配偶者

居住権」という。）を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者

以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。 

一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。 

二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。 

２ 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持

分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。 

３ 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。 

（審判による配偶者居住権の取得） 
第千二十九条 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶

者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。 

一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立している

とき。 

二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合に

おいて、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維

持するために特に必要があると認めるとき（前号に掲げる場合を除く。）。 

（配偶者居住権の存続期間） 
第千三十条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分

割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判

において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。 

（配偶者居住権の登記等） 
第千三十一条 居住建物の所有者は、配偶者（配偶者居住権を取得した配偶者に限る。

以下この節において同じ。）に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負

う。 

２ 第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住

権の設定の登記を備えた場合について準用する。 
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（配偶者による使用及び収益） 
第千三十二条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物

の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分

について、これを居住の用に供することを妨げない。 

２ 配偶者居住権は、譲渡することができない。 

３ 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築を

し、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。 

４ 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相

当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建

物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させること

ができる。 

（居住建物の修繕等） 
第千三十三条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。 

２ 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕を

しないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。 

３ 居住建物が修繕を要するとき（第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするとき

を除く。）、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建

物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所

有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。 

（居住建物の費用の負担） 
第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。 

２ 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用す

る。 

（居住建物の返還等） 
第千三十五条 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなけれ

ばならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物

の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めるこ

とができない。 

２ 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規

定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に

生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。 

（使用貸借及び賃貸借の規定の準用） 
第千三十六条 第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第

六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。 

第二節 配偶者短期居住権 
（配偶者短期居住権） 
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第千三十七条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住

していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日まで

の間、その居住していた建物（以下この節において「居住建物」という。）の所有権を相

続又は遺贈により取得した者（以下この節において「居住建物取得者」という。）に対し、

居住建物について無償で使用する権利（居住建物の一部のみを無償で使用していた場

合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短

期居住権」という。）を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係

る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除に

よってその相続権を失ったときは、この限りでない。 

一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の

分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日

のいずれか遅い日 

二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日 

２ 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡そ

の他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。 

３ 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居

住権の消滅の申入れをすることができる。 

（配偶者による使用） 
第千三十八条 配偶者（配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において

同じ。）は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしな

ければならない。 

２ 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせる

ことができない。 

３ 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する

意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。 

（配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅） 
第千三十九条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居

住権は、消滅する。 

（居住建物の返還等） 
第千四十条 配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したとき

は、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持

分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由とし

ては、居住建物の返還を求めることができない。 

２ 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規

定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に

生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。 
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（使用貸借等の規定の準用） 
第千四十一条 第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条

第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用

する。 

 

（法定利率） 

第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、

その利息が生じた最初の時点における法定利率による。 

２ 法定利率は、年三パーセントとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期

とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。 

４ 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近

のもの（以下この項において「直近変動期」という。）における基準割合と当期における

基準割合との差に相当する割合（その割合に一パーセント未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。）を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とす

る。 

５ 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属す

る年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均

利率（当該各月において銀行が新たに行った貸付け（貸付期間が一年未満のものに限

る。）に係る利率の平均をいう。）の合計を六十で除して計算した割合（その割合に〇・

一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）として法務大臣が告示する

ものをいう。 
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相続税法 

（配偶者居住権等の評価） 

第二十三条の二 配偶者居住権の価額は、第一号に掲げる価額から同号に掲げる価額

に第二号に掲げる数及び第三号に掲げる割合を乗じて得た金額を控除した残額とす

る。 

一 当該配偶者居住権の目的となつている建物の相続開始の時における当該配偶者居

住権が設定されていないものとした場合の時価（当該建物の一部が賃貸の用に供され

ている場合又は被相続人が当該相続開始の直前において当該建物をその配偶者と共

有していた場合には、当該建物のうち当該賃貸の用に供されていない部分又は当該被

相続人の持分の割合に応ずる部分の価額として政令で定めるところにより計算した金

額） 

二 当該配偶者居住権が設定された時におけるイに掲げる年数をロに掲げる年数で除し

て得た数（イ又はロに掲げる年数が零以下である場合には、零） 

イ 当該配偶者居住権の目的となつている建物の耐用年数（所得税法の規定に基づいて

定められている耐用年数に準ずるものとして政令で定める年数をいう。ロにおいて同

じ。）から建築後の経過年数（六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り

捨てる。ロにおいて同じ。）及び当該配偶者居住権の存続年数（当該配偶者居住権が

存続する年数として政令で定める年数をいう。次号において同じ。）を控除した年数 

ロ イの建物の耐用年数から建築後の経過年数を控除した年数 

三 当該配偶者居住権が設定された時における当該配偶者居住権の存続年数に応じ、

法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合として財務省令で定めるもの 

２ 配偶者居住権の目的となつている建物の価額は、当該建物の相続開始の時における

当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価から前項の規定により計

算した当該配偶者居住権の価額を控除した残額とする。 

３ 配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地（土地の上に存す

る権利を含む。以下この条において同じ。）を当該配偶者居住権に基づき使用する権利

の価額は、第一号に掲げる価額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。 

一 当該土地の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした

場合の時価（当該建物の一部が賃貸の用に供されている場合又は被相続人が当該相

続開始の直前において当該土地を他の者と共有し、若しくは当該建物をその配偶者と

共有していた場合には、当該建物のうち当該賃貸の用に供されていない部分に応ずる

部分又は当該被相続人の持分の割合に応ずる部分の価額として政令で定めるところに

より計算した金額） 

二 前号に掲げる価額に第一項第三号に掲げる割合を乗じて得た金額 
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４ 配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地の価額は、当該土

地の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の

時価から前項の規定により計算した権利の価額を控除した残額とする。 
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相続税法施行令 

第三章 財産の評価 

（建物の一部が賃貸の用に供されている場合等の配偶者居住権の価額等） 

第五条の七 法第二十三条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算

した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 

一 配偶者居住権の目的となつている建物（以下この条において「居住建物」という。）の

一部が賃貸の用に供されている場合（第三号に掲げる場合を除く。） イに掲げる価額

にロに掲げる割合を乗じて計算した金額 

イ 当該居住建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されておらず、か

つ、当該賃貸の用に供されていないものとした場合の時価 

ロ 当該居住建物の床面積のうちに当該賃貸の用に供されている部分以外の部分の床

面積の占める割合 

二 被相続人が居住建物を相続開始の直前においてその配偶者と共有していた場合（次

号に掲げる場合を除く。） イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額 

イ 当該居住建物の相続開始の時における配偶者居住権が設定されていないものとした

場合の時価 

ロ 当該被相続人が有していた当該居住建物の持分の割合 

三 居住建物の一部が賃貸の用に供されており、かつ、被相続人が当該居住建物を相続

開始の直前においてその配偶者と共有していた場合 第一号イに掲げる価額に同号ロ

に掲げる割合及び前号ロに掲げる割合を乗じて計算した金額 

２ 法第二十三条の二第一項第二号イに規定する耐用年数に準ずるものとして政令で定

める年数は、所得税法施行令第百二十九条（減価償却資産の耐用年数、償却率等）に

規定する耐用年数のうち居住建物に係るものとして財務省令で定めるものに一・五を乗

じて計算した年数（六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。）と

する。 

３ 法第二十三条の二第一項第二号イに規定する配偶者居住権が存続する年数として政

令で定める年数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める年数（六月

以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。）とする。 

一 配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間とされている場合 当該配偶者居住

権が設定された時における当該配偶者の平均余命（年齢及び性別に応じた厚生労働

省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命をいう。次号において同

じ。） 

二 前号に掲げる場合以外の場合 遺産の分割の協議若しくは審判又は遺言により定め

られた配偶者居住権の存続期間の年数（当該年数が当該配偶者居住権が設定された

時における配偶者の平均余命を超える場合には、当該平均余命） 
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４ 法第二十三条の二第三項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額

は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 

一 居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合（第三号に掲げる場合を除く。） イ

に掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額 

イ 当該居住建物の敷地の用に供される土地（土地の上に存する権利を含む。以下この

項において同じ。）の相続開始の時における配偶者居住権が設定されておらず、かつ、

当該居住建物が当該賃貸の用に供されていないものとした場合の時価 

ロ 当該居住建物の床面積のうちに当該賃貸の用に供されている部分以外の部分の床

面積の占める割合 

二 被相続人が居住建物の敷地の用に供される土地を相続開始の直前において他の者

と共有し、又は居住建物をその配偶者と共有していた場合（次号に掲げる場合を除く。） 

イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額 

イ 当該土地の当該相続開始の時における配偶者居住権が設定されていないものとした

場合の時価 

ロ 当該被相続人が有していた当該土地又は当該居住建物の持分の割合（当該被相続

人が当該土地の持分及び当該居住建物の持分を有していた場合には、これらの持分

の割合のうちいずれか低い割合） 

三 居住建物の一部が賃貸の用に供されており、かつ、被相続人が当該居住建物の敷地

の用に供される土地を相続開始の直前において他の者と共有し、又は当該居住建物を

その配偶者と共有していた場合 第一号イに掲げる価額に同号ロに掲げる割合及び前

号ロに掲げる割合を乗じて計算した金額 
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所得税法施行令 

 

（短期譲渡所得の範囲） 

第八十二条 法第三十三条第三項第一号（短期譲渡所得）に規定する政令で定める所得

は、次に掲げる所得とする。 

一 自己の研究の成果である特許権、実用新案権その他の工業所有権、自己の育成の

成果である育成者権、自己の著作に係る著作権及び自己の探鉱により発見した鉱床に

係る採掘権の譲渡による所得 

二 法第六十条第一項第一号（贈与等により取得した資産の取得費等）に掲げる相続又

は遺贈により取得した同条第三項第一号に掲げる配偶者居住権の消滅（当該配偶者

居住権を取得した時に当該配偶者居住権の目的となつている建物を譲渡したとしたな

らば同条第一項の規定により当該建物を取得した日とされる日以後五年を経過する日

後の消滅に限る。）による所得 

三 法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した同条第三項第二号

に掲げる配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地（土地の上

に存する権利を含む。以下この号において同じ。）を当該配偶者居住権に基づき使用す

る権利の消滅（当該権利を取得した時に当該土地を譲渡したとしたならば同条第一項

の規定により当該土地を取得した日とされる日以後五年を経過する日後の消滅に限

る。）による所得 

 

（贈与等により取得した資産の取得費等） 

第百六十九条の二 法第六十条第三項第一号（贈与等により取得した資産の取得費等）

に規定するその時における配偶者居住権の価額に相当する金額に対応する部分の金

額として政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する配偶者居住権の目

的となつている建物の取得費の額として計算される金額に、第一号に掲げる価額が次

に掲げる価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 

一 その相続開始の時において配偶者居住権につき相続税法（昭和二十五年法律第七

十三号）第二十三条の二第一項（配偶者居住権等の評価）の規定を適用したならば同

項の規定により計算される当該配偶者居住権の価額 

二 その相続開始の時において当該建物につき相続税法第二十三条の二第二項の規定

を適用したならば同項の規定により計算される当該建物の価額 

２ 法第六十条第三項第一号に規定する配偶者居住権の存続する期間を基礎として政令

で定めるところにより計算した金額は、前項の規定により計算した金額に、配偶者居住

権を取得した時から当該配偶者居住権が消滅した時までの期間の年数（六月以上の端

数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。）が相続税法第二十三条の二第一
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項第二号イに規定する配偶者居住権の存続年数のうちに占める割合（当該割合が一を

超える場合には、一とする。）を乗じて計算した金額とする。 

３ 法第六十条第三項第二号に規定するその時における配偶者居住権の目的となつてい

る建物の敷地の用に供される土地（土地の上に存する権利を含む。以下この条におい

て同じ。）を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価額に相当する金額に対応す

る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する配偶者

居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地の取得費の額として計算さ

れる金額に、第一号に掲げる価額が次に掲げる価額の合計額のうちに占める割合を乗

じて計算した金額とする。 

一 その相続開始の時において当該権利につき相続税法第二十三条の二第三項の規定

を適用したならば同項の規定により計算される当該権利の価額 

二 その相続開始の時において当該土地につき相続税法第二十三条の二第四項の規定

を適用したならば同項の規定により計算される当該土地の価額 

４ 法第六十条第三項第二号に規定する配偶者居住権の存続する期間を基礎として政令

で定めるところにより計算した金額は、前項の規定により計算した金額に、配偶者居住

権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地を当該配偶者居住権に基づき

使用する権利を取得した時から当該権利が消滅した時までの期間の年数（六月以上の

端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。）が相続税法第二十三条の二第

一項第二号イに規定する配偶者居住権の存続年数のうちに占める割合（当該割合が

一を超える場合には、一とする。）を乗じて計算した金額とする。 

５ 法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により配偶者居住権の目的となつて

いる建物を取得した居住者が、当該配偶者居住権が消滅した後に当該建物を譲渡した

場合における当該建物の取得費については、次に定めるところによる。 

一 当該配偶者居住権の消滅につき法第六十条第三項の規定によりその取得費とされた

金額がある場合には、当該取得費とされた金額を法第三十八条第一項（譲渡所得の金

額の計算上控除する取得費）に規定する資産の取得に要した金額並びに設備費及び

改良費の額の合計額から控除するものとする。 

二 当該居住者が当該配偶者居住権の消滅につき対価を支払つた場合における当該対

価の額は、法第三十八条第一項に規定する資産の取得に要した金額並びに設備費及

び改良費の額の合計額に含まれるものとする。 

６ 法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により配偶者居住権の目的となつて

いる建物の敷地の用に供される土地を取得した居住者が、当該土地を当該配偶者居

住権に基づき使用する権利が消滅した後に当該土地を譲渡した場合における当該土

地の取得費については、次に定めるところによる。 
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一 当該権利の消滅につき法第六十条第三項の規定によりその取得費とされた金額があ

る場合には、当該取得費とされた金額を法第三十八条第一項に規定する資産の取得

に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額から控除するものとする。 

二 当該居住者が当該権利の消滅につき対価を支払つた場合における当該対価の額

は、法第三十八条第一項に規定する資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良

費の額の合計額に含まれるものとする。 

７ 法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権を有す

る居住者が、その後において次の各号に掲げる資産を取得し、当該資産を譲渡した場

合には、その者が当該資産を当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める

金額をもつて取得したものとして、譲渡所得の金額を計算する。 

一 当該配偶者居住権の目的となつている建物 当該建物の取得費に、当該建物の取得

の時に当該配偶者居住権が消滅したものとして法第六十条第三項の規定を適用したな

らば当該配偶者居住権の取得費とされる金額を加算した金額 

二 当該配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地 当該土地の

取得費に、当該土地の取得の時に当該土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権

利が消滅したものとして法第六十条第三項の規定を適用したならば当該権利の取得費

とされる金額を加算した金額 
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相続税法施行規則 

（耐用年数） 

第十二条の二 施行令第五条の七第二項に規定する財務省令で定める耐用年数は、配

偶者居住権の目的となつている建物の全部が住宅用であるものとした場合における当

該建物に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年大蔵省令第十五

号）に定める耐用年数とする。 

（配偶者の平均余命） 

第十二条の三 施行令第五条の七第三項第一号に規定する財務省令で定める平均余命

は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命と

する。 

（法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合） 

第十二条の四 法第二十三条の二第一項第三号に規定する財務省令で定める割合は、

法定利率に一を加えた数を同項第二号イに規定する配偶者居住権の存続年数で累乗

して得た数をもつて一を除して得た割合（当該割合に小数点以下三位未満の端数があ

るときは、これを四捨五入する。）とする。 
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相続税法基本通達 

(配偶者居住権が合意等により消滅した場合)  

9－13の 2 配偶者居住権が、被相続人から配偶者居住権を取得した配偶者と当該配偶者
居住権の目的となっている建物の所有者との間の合意若しくは当該配偶者による配偶者

居住権の放棄により消滅した場合又は民法第 1032条第４項((建物所有者による消滅の
意思表示))の規定により消滅した場合において、当該建物の所有者又は当該建物の敷地
の用に供される土地（土地の上に存する権利を含む。）の所有者（以下９―13の２において
「建物等所有者」という。）が、対価を支払わなかったとき、又は著しく低い価額の対価を支

払ったときは、原則として、当該建物等所有者が、その消滅直前に、当該配偶者が有してい

た当該配偶者居住権の価額に相当する利益又は当該土地を当該配偶者居住権に基づき

使用する権利の価額に相当する利益に相当する金額（対価の支払があった場合には、そ

の価額を控除した金額）を、当該配偶者から贈与によって取得したものとして取り扱うものと

する。（令元課資 2－10追加）  
(注) 民法第 1036条((使用貸借及び賃貸借の規定の準用))において準用する同法第

597条第１項及び第３項((期間満了及び借主の死亡による使用貸借の終了))並びに第
616条の２((賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了))の規定により配偶者居住権が
消滅した場合には、上記の取り扱いはないことに留意する。 

 

第 3章 財産の評価 
第 23条の 2《配偶者居住権等の評価》関係 

（一時的な空室がある場合の「賃貸の用に供されている部分」の範囲） 

23の 2－1 法第 23条の 2に規定する「時価」は、評価基本通達の定めにより算定した価額
によるのであるが、同条第 2項及び第 4項に規定する「時価」を算定する場合において、評
価基本通達 26((貸家建付地の評価))(2)(注)2の定めにより、継続的に賃貸されていた各
独立部分で、課税時期において一時的に賃貸されていなかったと認められるものを「賃貸さ

れている各独立部分」に含むこととしたときは、法施行令第 5条の 8第 1項第 1号ロ及び
第 4項第 1号ロに規定する「当該居住建物の床面積のうちに当該賃貸の用に供されてい
る部分以外の部分の床面積の占める割合」についても、当該各独立部分は「賃貸の用に供

されている部分」に含めて算定することに留意する。 
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（「配偶者居住権が設定された時」の意義） 

23の 2－2  法第 23条の 2第 1項第 2号及び第 3号並びに法施行令第 5条の 8第 3
項第 1号及び第 2号に規定する「配偶者居住権が設定された時」とは、民法第 1028条第
1項各号((配偶者居住権))に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時をいうこと
に留意する。 
（1） 民法第 1028条第 1項第 1号の規定に該当する場合 遺産の分割が行われた時 
（2） 民法第 1028条第 1項第 2号の規定に該当する場合 相続開始の時 

（相続開始前に増改築がされた場合の「建築後の経過年数」の取扱い） 

23の 2－3  法第 23条の 2第 1項第 2号イ及びロに規定する「経過年数」は、相続開始
前に増改築がされた場合であっても、増改築部分を区分することなく、新築時からの経過年

数によるのであるから留意する。 

（法定利率） 

23の 2－4  法第 23条の 2第 1項第 3号の「法定利率」は、配偶者居住権が設定された
時における民法第 404条((法定利率))の規定に基づく利率をいうのであるから留意する。 

（完全生命表） 

23の 2－5  法施行規則第 12条の 3に規定する「完全生命表」は、配偶者居住権が設定
された時の属する年の 1月 1日現在において公表されている最新のものによる。 

（配偶者居住権の設定後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該配偶者居

住権の目的となっている建物及び当該建物の敷地の用に供される土地の当該取得の

時の価額） 

23の 2－6  配偶者居住権の設定後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該配偶
者居住権の目的となっている建物及び当該建物の敷地の用に供される土地（土地の上に

存する権利を含む。以下この項において同じ。）の当該取得の時の価額は、法第 23条の 2
の規定に準じて計算することに留意する。この場合において、法第 23条の 2第 2項に規
定する「当該配偶者居住権の価額」又は同条第 4項に規定する「権利の価額」は、当該配
偶者居住権の目的となっている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地を相続若し

くは遺贈又は贈与により取得した時に配偶者居住権の設定があったものとして計算する。 
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所得税基本通達 

（法第 60条第２項の適用範囲） 

60－3 法第 60条第２項の規定は、配偶者居住権の設定に係る同条第１項第１号に掲げる
相続又は遺贈により当該配偶者居住権の目的となっている建物又は当該建物の敷地の用

に供される土地（土地の上に存する権利を含む。以下 60－10までにおいて同じ。）を取得
した居住者が当該建物又は当該土地を譲渡した場合について適用があるのであるが、当

該居住者から同号に掲げる贈与、相続又は遺贈により当該建物又は当該土地を取得した

居住者が当該建物又は当該土地を譲渡した場合においても、その譲渡した当該建物又は

当該土地の取得費については、同項の規定により、引き続きこれを所有していたものとみ

なされることから、同条第２項の規定の適用があることに留意する。（令２課資３－７、課個２

－18、課法 11－４、課審７－９追加） 

（「配偶者居住権等を取得した時」の意義） 

60－4 法第 60条第３項第１号に規定する「配偶者居住権を取得した時」及び同項第２号に
規定する「当該権利を取得した時」とは、配偶者居住権が設定された時をいうことに留意す

る。 
(注) 配偶者居住権が設定された時については、昭和 34年１月 28日付直資 10「相続税
法基本通達の全部改正について」通達 23の２－２《「配偶者居住権が設定された時」の
意義》参照（令２課資３－７、課個２－18、課法 11－４、課審７－９追加） 

（配偶者居住権等の取得費） 

60－5 配偶者居住権又は当該配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供され
る土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利（以下 60－10までにおいて「配偶者居
住権等」という。）が消滅した場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除す

る取得費は、法第 60条第３項の規定により計算した金額となるのであるが、当該収入金
額の 100分の５に相当する金額を取得費として譲渡所得の金額を計算しているときは、こ
れを認めて差し支えないものとする。（令２課資３－７、課個２－18、課法 11－４、課審７－
９追加） 

 

（配偶者居住権等の取得費に算入する金額） 
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60－6 法第 60条第３項の規定により配偶者居住権等の取得費を計算する場合において、
配偶者居住権等を取得した後に、当該配偶者居住権の目的となっている建物又は当該建

物の敷地の用に供される土地について改良、改造等が行われたときであっても、当該改

良、改造等に要した費用の額は、同項の規定による配偶者居住権等の取得費の計算上加

算されないことに留意する。ただし、配偶者居住権等を取得した場合に、60－２において資
産の取得費に算入できることとされる金額については、令第 169条の２第１項又は第３項
《贈与等により取得した資産の取得費等》の規定により計算した金額に加算して、配偶者居

住権等の取得費を計算して差し支えない。（令２課資３－７、課個２－18、課法 11－４、課
審７－９追加） 

（令第 169条の２第５項第１号及び第６項第１号に規定する配偶者居住権等の「取得
費とされた金額」） 

60－7 令第 169条の２第５項第１号及び第６項第１号に規定する配偶者居住権等の「取得
費とされた金額」については、配偶者居住権を有していた居住者が配偶者居住権等の消滅

による譲渡所得の金額の計算上控除した取得費について、60－５の定めにより計算した場
合又は 60－６ただし書の定めにより加算した金額がある場合であっても、法第 60条第３
項の規定により計算した金額によることに留意する。（令２課資３－７、課個２－18、課法 11
－４、課審７－９追加） 

（配偶者居住権等の消滅につき対価を支払わなかった場合における建物又は土地の

取得費） 

60－8 配偶者居住権の設定に係る法第 60条第１項第１号に掲げる相続又は遺贈により配
偶者居住権の目的となっている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地を取得した

居住者が、配偶者居住権等の消滅につき対価を支払わなかった場合において、その消滅

後にその居住者が当該建物又は当該土地を譲渡したときにおける当該建物又は当該土地

の取得費は、当該配偶者居住権の設定に係る相続又は遺贈の時から配偶者居住権が設

定されていなかったものとした場合において計算される取得費の額となることに留意する。

（令２課資３－７、課個２－18、課法 11－４、課審７－９追加） 

（配偶者居住権の目的となっている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地の

購入後に配偶者居住権等の消滅につき対価を支払った場合における当該建物又は

当該土地の取得費） 

60－9 配偶者居住権の設定に係る法第 60条第１項第１号に掲げる相続又は遺贈により配
偶者居住権の目的となっている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地を取得した
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居住者から当該建物又は当該土地を購入した居住者が、対価を支払って配偶者居住権等

を消滅させた後に当該建物又は当該土地を譲渡した場合における当該消滅の対価の額に

ついては、当該建物又は当該土地の取得費の計算上、令第 169条の２第５項第２号又は
第６項第２号の規定を準用するものとする。（令２課資３－７、課個２－18、課法 11－４、課
審７－９追加） 

（配偶者居住権を有する居住者が贈与等により建物又は土地を取得した場合におけ

る当該建物又は当該土地の取得費） 

60－10 配偶者居住権を有する居住者（以下この項において「配偶者」という。）が、当該配偶
者居住権の設定に係る法第 60条第１項第１号に掲げる相続又は遺贈により当該配偶者
居住権の目的となっている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地を取得した居住

者から同号に掲げる贈与、相続又は遺贈により当該建物又は当該土地を取得したことによ

り配偶者居住権等が消滅した場合において、その消滅後に配偶者が当該建物又は当該土

地を譲渡したときにおける当該建物又は当該土地の取得費は、当該配偶者居住権の設定

に係る相続又は遺贈の時から配偶者居住権が設定されていなかったものとした場合におい

て計算される取得費の額となることに留意する。（令２課資３－７、課個２－18、課法 11－
４、課審７－９追加） 
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配偶者居住権の評価明細書(国税庁様式) 
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29 
 

設例１ 遺言で配偶者居住権を取得する場合(土地の評価) 
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令和 3年分の路線価図(参考) 
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設例１の家屋の評価 
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設例１の配偶者居住権等の評価 
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設例２ 遺産分割協議の成立が１年２か月後の場合(更正請求による) 
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設例３ 存続期間が居住建物の残存耐用年数を超える場合 
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設例４ 居住建物が賃貸併用住宅であった場合(自用地部分の土地評価) 
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設例４の貸家建付地部分の土地評価 
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設例４の貸家建付地部分の土地評価 
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設例４の家屋の評価(自用家屋と貸家) 
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設例４の配偶者居住権等の評価 
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設例５ 居住建物が被相続人と配偶者との共有である場合(土地の評価) 
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設例５ 居住建物が被相続人と配偶者との共有である場合(土地の共有持分権) 

 



 

 

42 
 

設例５ 居住建物が被相続人と配偶者との共有である場合(家屋の共有持分権) 
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設例５の配偶者居住権等 
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設例６ 居住建物は配偶者との共有だが、その敷地は配偶者以外の者との共有の場合 
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設例６の被相続人の土地の共有持分権 
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設例６の被相続人の家屋の共有持分権 
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設例６の配偶者居住権等の評価 
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設例７ 土地、家屋共に配偶者との共有で、賃貸併用住宅である場合(自用地部分) 
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設例７の自用地部分の共有持分権 
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設例７の貸家建付地部分の評価 
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設例７の貸家建付地部分の評価 
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設例７の貸家建付地部分の共有持分権 

 



 

 

53 
 

設例７の自用家屋と貸家の共有持分権 
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設例７の配偶者居住権等 
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講師プロフィール 
                    令和 3年 8月 1日現在 

 
税理士・名古屋学院大学大学院客員教授  竹 本 守 邦 
 
〈略歴〉 
昭和 29年 1月 21日 愛知県豊橋市生まれ。 
昭和 51年 3月 南山大学経営学部卒業。国税専門官 6期生として名古屋国 
税局採用。同年より昭和 59年まで 2ヵ所の税務署で、所得税調査事務を担当。 
昭和 59年 7月退官、竹本清税理士不動産鑑定士事務所に入所、税理士登録。 
平成 11年 6月 父竹本清死去に伴い税理士事務所を承継し現在に至る。 
 〈会務歴〉 
名古屋税理士会では、平成 13 年より 15 年まで名古屋東支部支部長、15 年
より 19年まで、及び 21年より 23年まで常務理事として業務対策部長、会務
制度部長及び紛議調停委員長を歴任し、29年より令和元年 6月まで監事。令和
2年 7月より選挙管理委員。 
日本税理士会連合会では、業務対策部員、会務制度委員及び紛議調停委員を

歴任する。なお、平成 23年より 29年まで名古屋税理士政治連盟の副幹事長(政
策委員長)を務める。 
 
〈現在〉 
・竹本守邦税理士事務所 所長 ・(有)竹本会計計算センター 代表取締役 
・名古屋学院大学大学院 客員教授（租税法担当・平成 15年度より） 
・日本税法学会 会員（中部地区研究会 研究委員） 
・TKC全国会資産対策研究会 顧問及び名古屋会場幹事 
・名古屋税理士会 選挙管理委員 
 
〈講演状況〉 
名古屋税理士会、東海税理士会、近畿税理士会、南九州税理士会、沖縄税理

士会等の単位税理士会における統一研修会の講師や、全国各地の税理士会支部

研修等の講師を務めるなど、主に資産税に関する講演を全国各地で行っている。 
 
〈主な著書等〉 
遺産分割研究会編『六訂版 遺産分割と相続発生後の対策』共著（(財)大蔵
財務協会 2017）その他、租税判例評釈論文多数 


